
現 場 説 明 書 
 
 本現場説明書は，下記委託業務の入札に参加するものに対して岡山市が委託業務の契約条件等を説

明するためのものである。 
 
 
１ 業務名     生活環境保全林（森林公園）内下刈業務委託 
 
２  履行場所        岡山市 東区瀬戸町肩脊 地内ほか 
 
３  履行期限        令和 ８年 １月 ３０日まで 
 
４ 業務内容    別冊の設計図書（委託数量総括表，位置図，本現場説明書）及び仕様書(特 

          記仕様書，岡山市土木工事共通仕様書（平成２９年４月改正），岡山県土木 

          工事共通仕様書に添付の「土木工事施工管理基準」，「土木工事安全施工技術

          指針」，「建設工事公衆災害防止対策要領」，「建設工事に伴う騒音振動対策

          技術指針」，「道路工事現場における保安施設設置基準について」）のとおり 
 
５ 業務履行方法    受託者は，本業務の実施にあたって，「業務委託契約書」，その他関係法令 

等に準拠し，本現場説明書ならびに当市監督員の指示に基づき実施すること。 
 
６  入札条件     本現場説明書のとおり 
 
７ 契約条件        業務委託契約書(閲覧）による。 
 
８ 特記事項        本業務は低入札価格調査対象案件です。 
 
９ そ の 他       １．作業上の注意事項 
           ・本業務委託（草刈作業）の作業時間は，８：３０～１７：００とする。 

・一般交通に支障を及ぼさないよう十分注意して作業すること。 
 
           ２．建設業法等の遵守について 
              建設業法（昭和２４年）法律第１００号）に違反する一括下請負，そ    
            の他不適切な形態の下請負契約を締結しないこと。 
  
          ３．建設業からの暴力団の排除の徹底について 

委託業務の履行に際して，暴力団等からのあらゆる不正な要求に対し 
断固としてこれを拒否し，また被害に対しては，すみやかに警察に通報

するとともに捜査上必要な協力を行うこと。また，監督職員とも連絡を

密にとり，工程等被害が生じた場合は，協議を行うこと。 
 
          ４．労働基準法の遵守 
             この契約に係る委託業務の履行にあたっては，労働基準法施行令改正 

            の趣旨に則り，労働時間について遵守するよう努めなければならない。 

            また，履行期間の設定においては，雨天，休祭日，官公庁の土曜閉庁日，

             履行期間が夏期にかかる場合は夏期休暇，年末年始にかかる場合は年末

            年始休暇を考慮している。 



生活環境保全林（森林公園）内下刈業務委託 特記仕様書 
  

  
 本業務の施行に当たっては，岡山市土木工事共通仕様書（平成２９年４月改正）及び岡山県土木工事共

通仕様書に添付の「土木工事施工管理基準」，「土木工事安全施工技術指針」，「建設工事公衆災害防止

対策要領」，「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」，「道路工事現場における保安施設設置基準につい

て」に対する下記の特記及び追加事項に従い業務を履行しなければならない。 
 
 
１  履行期限を厳守すること。 
 
２  受託者は，契約締結後速やかに着手するとともに，着手前までに委託作業表，業務責任者の届け出を

 行い，承認を得ること。なお，市担当監督員から作業実施計画書提出の指示があった場合，速やかに 

 提出 すること。 
 
３   作業中の事故，その他による一切の損害については受託者の責任において処理すること。 
 
４   本作業中において疑義を生じたときは，岡山市と受託者との協議のうえ決定する。 
 
５   納入成果品 

・各回ごとの作業写真（着手前，作業中，完了） 
   なお，作業写真管理において従来の写真に加え，電子媒体（デジタルカメラ）の使用による作

業写真の提出ができるものとするが機能，精度等詳細については監督員の指示によること。 
・その他監督員が指示するもの 

 
６   成果品の納入の形式 
      以下の要領等に沿って提出すること。 
      このことについては，事前に監督員と協議すること。 
  「岡山市土木工事共通仕様書」 
  「土木工事施工管理基準」（岡山県土木工事共通仕様書に添付） 
  「土木工事安全施工技術指針」（〃） 
  「建設工事公衆災害防止対策要領」（〃） 
  「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（〃） 
  「道路工事現場における保安施設設置基準について」（〃） 
 
７   作業にあったっては，受託者の創意工夫や技術力を発揮し，以下のものとなるよう最大限努めること。 
 （１） 低コストで作業できること。 
 （２） 安全性が高いこと。 
 
８   数量のとりまとめについて 
      本委託における数量の取りまとめは，国土交通省が定めた工事工種体系に沿った数量集計の様

式「土木工事数量集計表様式（案）」によって行い提出のこと。 
     なお，このことについては下記のホームページでも確認できます。 
      http://www.nilim.go.jp/  
 
９  関係機関との調整について 

１） 本業務委託の履行に関しては，本課，警察等の関係機関及び地元町内会等と入念，密接に連

絡をとり，相互に理解した上で実施すること。なお，警察等の関係機関との協議が必要であ

れば，それに必要な資料を作成すること。 

http://www.nilim.go.jp/


 

  ２）木庭の滝への登山道（擬木階段）の草刈は、地元の大内町内会の草刈りと関連することがあ

る。実施時期等の連絡・調整を行う必要が出た場合は、協力すること。 
 
10  現場の管理者，作業時期について 
   １）受託者は，作業現場内において，業務責任者（下請を含む）に委託名，履行期限，顔写真，

      所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。 
 
   ２）腕章には当該現場を管理する業務責任者を表示すること。なお，腕章の色は，元請会社は

            緑色，下請け会社は白色とする 
 

３）下刈（本体）は１回目草刈を７月頃，２回目草刈は１１月頃を目安に始めること。 
 
11 業務内容及び方法 
      １）事業地内の火災防止に万全を期すること。 
 
      ２）原則として，全刈りとし造林木の成育及び保護に留意して適期に行うこと。 
 
      ３）刈り払いは，地際（刈り払い高１０ｃｍ程度）から行うこと。 
 
      ４）段積みからのぼう芽はすべて刈り払うこと。 
 
      ５）ツル類は，出来る限り根本から引き抜くこと。 
 
      ４）草刈り機を使用するときは，作業者間の間隔を十分にあけること。 
 
      ７）歌碑の小路内にからたちの木があるので，刈らないように注意すること。 


